
自治体は若者支援をどう展開してきたか
－実践と課題ー実践と課題

横浜市こども青少年局青少年育成課
担当係長 関口 昌幸担当係長 関口 昌幸



横浜市における15歳～34歳の若年無業者（ニート及び失業者）の推移
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女性の正規雇用が減少、正規と非正規の割合が逆転女性の正規雇用が減少、正規と非正規の割合が逆転

男性もおよそ15％が非正規雇用
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被保護人員数は10年前のほぼ二倍に増加
５ 生活保護の実態

被保護人員数は10年前のほぼ 倍に増加
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【健康福祉局】



3９歳以下で増加率が大きく上昇
５ 生活保護の実態

3９歳以下で増加率が大きく上昇
10年前と比べおよそ3倍に
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増加する未婚率と離婚率増加する未婚率と離婚率
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既婚者の割合（男性 年収階層別）既婚者の割合（男性、年収階層別）



就労形態別有配偶者の居る割合（男性）就労形態別有配偶者の居る割合（男性）

労働政策研究・研修機構「若者就業支援の現状と課題」 2005年



生活不安の増大 ～横浜市民意識調査から～

「景気や生活費」を心配する人が急増

「心配ごとはない」人が過去最低に
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横浜市民意識調査

抽出方法：層化二段無作為抽出 調査方法：戸別訪問面接聴取法、平成20年度は郵送留置法

標本数：48年は1,500、平成50～平成2年は1,200、平成3～18年は3,000人、平成19年度から
5,000人



なぜ自治体が政策的重要課題としてなぜ自治体が政策的重要課題として
子ども・若者支援に取り組まなければならないのか？

これまでの日本型福祉社会を支えていた「家族」や「雇用」による
セーフティネットが脆弱化する中で 「経済的に困窮する一人親セ フティネットが脆弱化する中で、「経済的に困窮する 人親
家庭の子どもたち」や「高齢の両親と同居する就職氷河期世代
の若者（３０代後半～４０代前半）たち」の抱える課題が社会全体
の課題として顕在化している。

社会全体で複合的な困難を抱える子ども・若者に対する社会全体で複合的な困難を抱える子ども 若者に対する
新たな社会的セーフティ・ネットを形成する必要がある。



「困難を抱える若者」イメージ
～ 若者困難マップ ～

社会との「つながり」低

就労困難

ポスト青年期
（２５歳～３９歳）

会参加 難

高年齢化？

就職できなかった層
（転退職含む）

就労困難

青年期

（発達障害や精神疾患の疑いのある層を含む）
人との「つながり」に課題
（長期化の2次的障害も）

社会参加困難
職業意欲不足
訓練不足の層

（１８歳～２４歳）

将来への潜在的不安層「ひきこもり」など

思春（少年）期
（１０歳 １７歳）

非行行動
傾向の層

学習困難・遅れ
（高校中退も）

居場所がない
（家庭・学校など）

・職業意識
の不足
・キャリア
形成不足
モラトリ

孤立・孤独
（１０歳～１７歳）

「不登校」など

・モラトリ
アム層

養育環境の不足
低い自尊感情
（将来への失望）

＜考えられる背景 例 ＞
■家族・家庭問題（親子・夫婦関係、経済環境など）

■「児童虐待」（特に育児放棄） 「発達障害」 「いじめ」■「児童虐待」（特に育児放棄）・「発達障害」・「いじめ」

■こども期の小さな社会（集団・共同）体験・成長体験（葛藤・失敗）の少なさ

■言葉・文化の壁など社会的孤立（「外国に繋がる子ども」）等

乳幼児～小学
校中学年
（０歳～９歳） 全ての子ども・青少年



若者自立支援施策の流れ若者自立支援施策の流れ
○○ 平成１８年以前には、市民局青少年課で青少年の健全平成１８年以前には、市民局青少年課で青少年の健全
育成策を展開していたが、若者自立支援策は事業化され育成策を展開していたが、若者自立支援策は事業化され
ていなか たていなか たていなかったていなかった。。

平成１８年度平成１８年度 こども青少年局誕生（こども青少年局誕生（44月）月）平成１８年度平成１８年度 こども青少年局誕生（こども青少年局誕生（44月）月）
よこはま若者サポートステーション開設よこはま若者サポートステーション開設

（（1212月）月）

青少年自立支援研究会設置（青少年自立支援研究会設置（66月）月）

平成１９年度平成１９年度 西部ユースプラザ開所（西部ユースプラザ開所（1010月）月）
青少年自立支援協議会設置青少年自立支援協議会設置

平成２０年度平成２０年度 よこはま型若者自立塾（よこはま型若者自立塾（1010月）月）
南部ユースプラザ開所（南部ユースプラザ開所（1111月）月）

（ユースフォーラムに転（ユースフォーラムに転
換）換）

平成２１年度平成２１年度 北部ユースプラザ開所（北部ユースプラザ開所（33月）月）

平成２２年度平成２２年度 湘南・横浜湘南・横浜
若者サポ トステ シ ン開設（若者サポ トステ シ ン開設（66月）月）

換）換）

若者サポートステーション開設（若者サポートステーション開設（66月）月） 横浜市子ども・若者支援協議会設置（７横浜市子ども・若者支援協議会設置（７
月）月）



若者自立支援施策の体系若者自立支援施策の体系若者自 支援施策 体系若者自 支援施策 体系
ユーストライアングルユーストライアングル

青少年相談センター青少年相談センター

不登校･ひきこもりなどの課題を抱える青不登校･ひきこもりなどの課題を抱える青
少年の相談及び社会参加支援少年の相談及び社会参加支援

若者サポートステーション若者サポートステーション

職業的自立に向けた総合相談･継続的支援職業的自立に向けた総合相談･継続的支援

面談による就労相談 自立に向けた支援プ グ面談による就労相談 自立に向けた支援プ グ
少年の相談及び社会参加支援少年の相談及び社会参加支援

･電話や面談による総合相談･電話や面談による総合相談

･家庭への訪問相談、外出支援･家庭への訪問相談、外出支援

･面談による就労相談、自立に向けた支援プログ･面談による就労相談、自立に向けた支援プログ
ラムの作成ラムの作成

･臨床心理士、精神保健福祉士による就労に向け･臨床心理士、精神保健福祉士による就労に向け
た個別相談た個別相談

･グループ活動、サークル活動･グループ活動、サークル活動
た個別相談た個別相談

･学びなおしやからだづくり、就労体験などの就労･学びなおしやからだづくり、就労体験などの就労
に向けたプログラムの実施に向けたプログラムの実施

地域ユースプラザ地域ユースプラザ地域ユ スプラザ地域ユ スプラザ

地域における青少年の総合相談地域における青少年の総合相談((一次的な相談機関一次的な相談機関))
※※市内方面別に４ヵ所設置予定市内方面別に４ヵ所設置予定

地域 関係支援機関 区役所と 連携及び地域ネ ト クづくり地域 関係支援機関 区役所と 連携及び地域ネ ト クづくり･地域の関係支援機関、区役所との連携及び地域ネットワークづくり･地域の関係支援機関、区役所との連携及び地域ネットワークづくり

･ひきこもりからの回復期にある青少年の居場所づくり･ひきこもりからの回復期にある青少年の居場所づくり



横浜市青少年相談センター横浜市青少年相談センター横浜市青少年相談センタ横浜市青少年相談センタ
＜目的＞＜目的＞

青少年の健全な育成を目的とする団体等との連携を図り青少年の健全な育成を目的とする団体等との連携を図り青少年の健全な育成を目的とする団体等との連携を図り青少年の健全な育成を目的とする団体等との連携を図り
つつ、青少年に関する総合的な相談並びに青少年の自つつ、青少年に関する総合的な相談並びに青少年の自
立及び社会参加の支援等を行うことを目的とする。立及び社会参加の支援等を行うことを目的とする。立及び社会参加の支援等を行う とを目的とする。立及び社会参加の支援等を行う とを目的とする。

●●対象者対象者
1515歳から歳から2929歳までの青少年及びその家族歳までの青少年及びその家族

●開所日●開所日
昭和昭和3838年年88月月昭和昭和3838年年88月月

●相談、支援方法●相談、支援方法
電話相談電話相談 家庭訪問家庭訪問 来所相談来所相談電話相談電話相談 家庭訪問家庭訪問 来所相談来所相談

●●支援活動支援活動
グループ活動、サークル活動、短期宿泊訓練、野外活動グループ活動、サークル活動、短期宿泊訓練、野外活動
父母会、思春期家族勉強会、ユースアドバイザー養成講習会父母会、思春期家族勉強会、ユースアドバイザー養成講習会
ユースサポーター訪問事業ユースサポーター訪問事業



よこはま若者サポートステーションよこはま若者サポートステーションよ はま若者サポ ト テ ションよ はま若者サポ ト テ ション
＜目的＞＜目的＞

地域や企業地域や企業 NPONPO法人等とネットワ クを構築し 若年無業者や社会的ひきこも法人等とネットワ クを構築し 若年無業者や社会的ひきこも地域や企業、地域や企業、NPONPO法人等とネットワークを構築し、若年無業者や社会的ひきこも法人等とネットワークを構築し、若年無業者や社会的ひきこも

り状態にある若者たちの、社会参加や就労に向けた包括的・継続的な支援を実り状態にある若者たちの、社会参加や就労に向けた包括的・継続的な支援を実
施することで、社会的自立、職業的自立を図ることを目的とする。施することで、社会的自立、職業的自立を図ることを目的とする。

業務内容業務内容
●●対象者対象者

●●運営主体；運営主体；特定非営利活動法人特定非営利活動法人 ユースポート横濱ユースポート横濱

(1)(1)職業的自立に向けた総合相談（本人、保護者）職業的自立に向けた総合相談（本人、保護者）

(2)(2)臨床心理士による個別相談臨床心理士による個別相談

●●対象者対象者

1515歳以上歳以上4040歳未満の青少年と歳未満の青少年と
その家族その家族

平成平成1515年度年度 ヤングジョブスポットよこはま開設ヤングジョブスポットよこはま開設(7(7月月))

(3)(3)体験プログラムの実施体験プログラムの実施

平成平成1515年度年度 ヤングジョブスポットよこはま開設ヤングジョブスポットよこはま開設(7(7月月))
平成平成1818年度年度 よこはま若者サポートステーション開設よこはま若者サポートステーション開設(12(12月月))

ヤングジョブスポットよこはま閉鎖ヤングジョブスポットよこはま閉鎖(3(3月月))
平成平成1919年度年度 ヤングジョブスクエアよこはま開設ヤングジョブスクエアよこはま開設(4(4月月))平成平成1919年度年度 ヤングジョブスクエアよこはま開設ヤングジョブスクエアよこはま開設(4(4月月))
平成平成2121年度年度 ヤングジョブスクエアよこはま閉鎖ヤングジョブスクエアよこはま閉鎖(3(3月月))



地域ユースプラザ地域ユースプラザ
＜目的＞＜目的＞
青少年相談センターやよこはま若者サポートステー青少年相談センターやよこはま若者サポートステー
ションの支所的機能を有し、思春期・青年期問題の第ションの支所的機能を有し、思春期・青年期問題の第シ 支所 機能を有 、思春期 青年期問題 第シ 支所 機能を有 、思春期 青年期問題 第
一次的な総合相談や、自立に向けた青少年の居場所一次的な総合相談や、自立に向けた青少年の居場所
を運営するほか、地域で青少年の支援活動を行ってを運営するほか、地域で青少年の支援活動を行って
いるいるNPONPO法人等の団体や区との連携を図り、地域に法人等の団体や区との連携を図り、地域に
密着した活動を行うことを目的とする密着した活動を行うことを目的とする 全部で全部で44ヵ所設ヵ所設

●●対象者対象者
横浜市内に居住する横浜市内に居住する1515歳から歳から4040
歳未満の若者及びその家族歳未満の若者及びその家族密着した活動を行うことを目的とする。密着した活動を行うことを目的とする。 全部で全部で44ヵ所設ヵ所設

置予定。置予定。

西部ユースプラザ西部ユースプラザ 南部ユースプラザ南部ユースプラザ 北部ユースプラザ北部ユースプラザ 東部ユースプラザ東部ユースプラザ

歳未満の若者及びその家族。歳未満の若者及びその家族。

部 ラ部 ラ

平成平成1919年度年度1010月月

運営団体運営団体

南部 ラ南部 ラ

平成平成2020年度年度1111月月

運営団体運営団体

部 ラ部 ラ

平成平成2121年度年度33月月

運営団体運営団体

東部 ラ東部 ラ

平成平成2323年度年度
開所予定開所予定

事業内容事業内容

NPONPO法人リロード法人リロード NPONPO法人コロンブスアカデミー法人コロンブスアカデミー NPONPO法人月一の会法人月一の会
開所予定開所予定

事業内容事業内容

(1)(1)第一次的な総合相談（電話相談、来所相談、家庭訪問等）第一次的な総合相談（電話相談、来所相談、家庭訪問等）
(2)(2)社会的ひきこもりからの回復期にある青少年の居場所の運営社会的ひきこもりからの回復期にある青少年の居場所の運営
(3)(3)社会体験 就労体験のプログラムの実施社会体験 就労体験のプログラムの実施(3)(3)社会体験、就労体験のプログラムの実施社会体験、就労体験のプログラムの実施
(4)(4)地域の関係支援機関・区役所との連携及び地域ネットワークづくり地域の関係支援機関・区役所との連携及び地域ネットワークづくり
(5)(5)その他青少年の自立支援事業として、市長が必要と認める事業その他青少年の自立支援事業として、市長が必要と認める事業



次のステップアップにつながる就労支援の仕組み－横浜型キャリアラダー

社会参加の促進 → 職業意識顕在化 → コミュニケーション能力 → 就労に向けた
自己表現が身に付く 実践的能力の修得

青少年相談センター
訪問相談

就 労（定着支援）

若者サポートステーション
相談・支援 セミナー等 連携企業での就労体験

訪問相談
グループ活動 等

う
な
が

資格取得講座
職業訓練
ジョブカード

相談 支援 セミナ 等 連携企業での就労体験

よこはま型若者自立塾
カウンセリング ジョブキャンプ 関連企業での就労体験

実践

中間的就労
が
し
（ア
ウ
ト

専門学校・職業訓練校
ハローワーク
ジョブカフェ
ジョブカードサポートセンター
ジョブマッチングよこはま

ジョブトレーニング

インターンシップ
訓練

地域ユースプラザ
相談・支援
居場所づくり 社会体験等

リ
ー
チ
事
業

との連携

ジョブトレ ニング

社会体験
仕事セミナー

きっかけ

みつめ直し
動機づけ

）

経済観光局

相談・診断

経済観光局
ポータルサイト

横浜で働こう！
E-若者サポートステーション（ハマトリアム・カフェ） 利用者情報提供



横浜市における若者自立支援の課題と解決の方向性

課題 １ 支援機関やサービスは、充実しつつあるが、支援に関する
情報が、潜在的なニーズを抱える若者に十分に届いていな
い！い！

WEB(ﾊﾏﾄﾘｱﾑｶﾌｪ)を通じた情報発信と
地域や学校、家庭への訪問支援の拡充

支援機関の利用者が高齢化する中で、将来に不安を抱え
る子供・若者に対してなるべく人生の早い段階での自立支

課題 ２

援が求められている。

学齢期・青年期からの進路選択支援と学齢期 青年期からの進路選択支援と
キャリア形成に向けた取り組みの拡充

課題 ３ 若者たちが自分のペースで 働き続けることができる中間的課題 ３ 若者たちが自分のペースで、働き続けることができる中間的
就労（次のステップアップに繋がる働き方）が可能な職場が少
ない。

地域の職縁の中で働き続けることのできる
職場（社会企業等）や仕事（CB等）を創出する



支援施設を利用する若者はレアである支援施設を利用する若者はレアである

２００７年度
サポステ総延べ来所者数 ４万人サポステ総延 来所者数
：14万5千人
１人５回の利用：2万9千人 64万人の

４万人

１人５回の利用：2万9千人
2008年度
若者自立塾利用者 490人

64万人の
若年無業者

若者自立塾利用者：490人



Ｅ－若者サポートステーションーハマトリアム・カフェの挑戦



インターンシップ受け入れ企業大募集中！



横浜ジョブ・トライアル

若者を行動に移させる三つの仕掛け若者を行動に移させる三つの仕掛け

よし 頑張 て

私もやってみたい

①可視化による不安の払拭

②支援団体による不安の払拭

よし、頑張って
就活するぞ！

これならやれそう

私も ②支援団体による不安の払拭

③実践による不安の払拭

若年無業者

興味はあるけど

仲間と体験を通じ
て成長できる！

でもいきなりは
や ぱり不安

インターンシップ

この人がいれば
なんだかやれそう

興味はあるけど
なんだか不安…

て成長できる！やっぱり不安…

案外やれるぞ！

なんだかやれそう

ハマトリアム・カフェ
「ジョブ・トライアル」

みんなやさしいネットで調べ
て見よう



困難を抱える青少年に対する進路選択支援事業
高校生を対象とした中退防止・就労支援モデル

出張型相談支援

地
域
若

地域ユースプラザ

就職・進学
若
者
サ
ポ

こども青少年局

中
退多

ポ
ー
ト

こども青少年局
者
や
卒
業

多
く
抱
え
る

社会企業での
中間的就労ス

テ
ー
シ

よこはま型
若者自立塾

業
無
業
者
を

る
高
校

中間的就労

シ
ョ
ン

E－若者サポート
ステーション

を

若者自立塾など
生活・就労支援
の場への参加

就職セミナー、就労体験の機会提供

の場への参加



キャリア形成支援のケース①キャリア形成支援のケース①

横浜市立戸塚高校定時制へのアプローチ横浜市立戸塚高校定時制へのアプローチ横浜市立戸塚高校定時制 のアプロ チ横浜市立戸塚高校定時制 のアプロ チ

●●市立高校における夜間のみ授業を行う唯一の定時制市立高校における夜間のみ授業を行う唯一の定時制

※１、２年で中退する生徒が多く、４年生
まで残るのは６～７割６～７割

※卒業できても卒業後に就職できる生徒 150

200

250

も少なく、定職につけない生徒が増加

卒業時に進路が決定している生徒の割合
44.344.3%%（平成21年度）

●● 高校 のアウトリ チのさきがけとして高校 のアウトリ チのさきがけとして
0

50

100

●● 高校へのアウトリーチのさきがけとして高校へのアウトリーチのさきがけとして
市内若者支援団体が市内若者支援団体が
５年前より連携を開始５年前より連携を開始

0

入学者数 102 133 122 133 217 184 176 166 164 145

卒業者数 62 69 59 49 88 79 103 90 79 84

1998

年

1999

年

2000

年

2001

年

2002

年

2003

年

2004

年

2005

年

2006

年

2007

年

●● 本来、専門的な療育・支援につながるべき層が普通科に進学し本来、専門的な療育・支援につながるべき層が普通科に進学し
教育の枠組みでは対応しきれない状態教育の枠組みでは対応しきれない状態

入学者数 卒業者数

●● 若者サポートステーションによるアウトリーチを若者サポートステーションによるアウトリーチを
毎週金曜日２０時より学内の進路指導室にて開催毎週金曜日２０時より学内の進路指導室にて開催毎週金曜日２０時より学内の進路指導室にて開催毎週金曜日２０時より学内の進路指導室にて開催

●● 授業が終わった生徒が自由に立ち寄れる体制で支援を実施授業が終わった生徒が自由に立ち寄れる体制で支援を実施



キャリア形成支援のケース②キャリア形成支援のケース②

横浜市立横浜総合高校へのアプローチ横浜市立横浜総合高校へのアプローチ横浜市立横浜総合高校 のアプロ チ横浜市立横浜総合高校 のアプロ チ

●●県内で初めての三部制・単位制による新しいタイプの総合学科高校（定時制）県内で初めての三部制・単位制による新しいタイプの総合学科高校（定時制）
※担任制・ホームルームを撤廃し、学級でのいじめ等に悩む生徒に適する形態
※生徒が自らの興味・関心に基づき多彩な科目から単位を履修し卒業
※在籍者数、授業人数が多く生徒の抱える問題・課題を教師が把握困難

●●生徒の学力・能力・目標が多様でありターゲットが一律ではないため生徒の学力・能力・目標が多様でありターゲットが一律ではないため
支援のあり方を手探りで行っている状態支援のあり方を手探りで行っている状態

～「新しい教育スタイル」に対応する支援のあり方をめざして～

●●若者サポートステーションのアウトリーチの取組として若者サポートステーションのアウトリーチの取組として

※※横浜総合高等学校横浜総合高等学校 生徒在籍数生徒在籍数 ２０１０年５月１日現在２０１０年５月１日現在



今の時代の青少年の居場所づくりに求められるもの

地域社会からのポピュレーション・アプローチ

あらゆる青少年を対象に体験と交流を通じて、
「コミュニケーション能力を醸成」し、「関係性を再構築」するための場

・青少年のコミュニケーション能力向上を目的とした多世代交流プログラムの促進

・青少年の社会・経済的な自立を支援する社会参加・職業体験のプロモーション

生活困難層へのハイリスク・アプローチ

「家庭」にも「学校」にも居場所が無い青少年に対する
伴走的な見守り・相談の場

・不登校や学習困難な児童・生徒への就学・学習サポート及び生活困難層の青少年に対
する包括的な生活支援

・非行や犯罪予防、思春期問題への対応など青少年の健全育成に取り組む地域
の活動支援



保土ヶ谷区 青少年地域活動拠点
「ＨＡＰＰＹ ＳＱＵＡＲＥ「ＨＡＰＰＹ ＳＱＵＡＲＥ」

○商店街の空き店舗を活用した拠点

○「空間全体を自分達で創りあげる」がコンセプト。

○横浜国大やア チストと連携し 壁のペ ンテング○横浜国大やアーチストと連携し、壁のペィンテング
から家具づくりまで、子どもたちが参画し、居場所
を創り続けるワークショップを継続的に開催。

○地産地消、職業体験、地域交流を旗印に地元の農
家やシエフの力を借りて、子どもたちが「野菜カ
フェ」をオープンするワークショップを開催。

○「子どもたちの居酒屋」として、学校帰りの子ども○ 子どもたちの居酒屋」として、学校帰りの子ども
たちがカウンターのマスターに「学校」や「家庭」の
出来事を愚痴れる場。



都筑区 都筑多文化・青少年交流プラザ
「つづき ＭＹプラザ」「つづき ＭＹプラザ」

○ニュータウンの駅ビルに開設した拠点

○「音楽スタジオ」や「ダンススタジオ」を持ち、
青少年の文化活動を通じた世代間交流や青少年 活動を通 代間 流
地域興しがコンセプト

○国際交流ラウンジと併設しているため、青少○国際交流ラウンジと併設しているため、青少
年育成と国際交流を融合した企画を継続的に
開催

○福祉や農業など社会・職業体験を通じて、
中高校生の職業意識を醸成するキャリア
教育のプログラムを展開教育のプログラムを展開

○運営主体は、区民交流協会。区の青少年
が育成施策との連動性が高い



鶴見区 青少年地域活動拠点
「生麦プロジェクト」「生麦プロジェクト」

○地区センターの一室を活用した拠点を活用 拠点

○ヤンキー系の中学生がたむろしていた
生麦地区センターの環境を逆手にとり生麦地区センタ の環境を逆手にとり
彼らを排除するのでは無く、積極的に
受け入れることで居場所を形成。

○子ども達と真正面から向き合う地域の
青少年指導員や体育指導員がヤンキー
系の中学生と自然体かつ粘り強くつき系の中学生と自然体かつ粘り強くつき
合い続けることでお互いに｢固有名詞」で

呼び合う関係を構築

○市民利用施設型の公共施設の社会
ニーズの変化に応じた転換のあり方ズの変化に応じた転換のあり方

を考える事例



磯子区 滝頭地区青少年地域活動拠点

○中学校の空き教室を活用した拠点

○中学校施設の中に、地域の大人が
中学生と関わり、見守ることができる
居場所を形成。居場所を形成。

○授業に参加しない（できない）中学生
に対する学習支援活動も展開に対する学習支援活動も展開

○地域の中で、大人たちがパトロール
活動や公園清掃などを通じて 青少年活動や公園清掃などを通じて、青少年
と「顔見知り」になる活動も展開

○磯子区役所を中心に 教育委員会○磯子区役所を中心に、教育委員会、
市民活力推進局、こども青少年局、
県警が連携して地域住民の取り組み
を支援



中区 青少年地域活動拠点
寿青少年広場寿青少年広場

○簡易宿泊所街の公共施設（生活館）を活用

○外国籍や不登校、複雑な家庭環境など
関外地区に層として存在する困難を抱え
る青少年を対象にした居場所る青少年を対象にした居場所

○同じ公共施設内にある学童保育と連携
しながら活動を展開

○夜間は地区内の市営住宅の集会室で○夜間 地区内 市営住宅 集会室
中学生を対象にした勉強会などを開催。
（若衆宿）

○拠点のスタッフは、学童保育ＯＢなど
地区内の若者を積極的に採用



横浜市における子どもの貧困対策

「貧困の連鎖の防止」
◆自立の前提となる子どもの学びを支援する。
◆そのため、生活面や学習面、家庭への支援を行う。

困難を抱える小中学生のための生活・学習支援事業

• 様々な理由で困難を抱える子どもたちに寄り添いながら、社会
全体で包括的な支援の仕組みを創る

困難を抱える小中学生のための生活 学習支援事業

全体で包括的な支援の仕組みを創る。

（１）不登校やひとり親家庭、生活保護世帯、外国籍などを含め、困難を抱える小・中
学生を遍く対象とする学生を遍く対象とする。

（２）学校や地域の青少年の居場所への支援者の派遣（伴走的支援）と地域の支援
人材や団体、社会資源のネットワーク形成を併せて実施人材や団体、社会資源のネットワ ク形成を併せて実施

（３）モデル区（地域）の課題や資源に応じて、支援体制や方法、メニューを多様化



こども青少年局 区役所

連携

区こども支援 プラットフォーム

事業実施主体
学校法 神奈 大学 特定非営 動法 市 タ ま 社会福祉法 杜 会 特定非営 動法 ズわくわく

連携 連携

学校法人 神奈川大学・特定非営利活動法人 市民セクターよこはま・社会福祉法人 杜の会・特定非営利活動法人 ワーカーズわくわく

連携・情報共有

ＰＴＡ等青少年育成団体等

小・中学校等

教育支援事業を行う 等

地域活動団体等

寄り添い型の支援
地域 場所づく

教育支援事業を行うＮＰＯ等

地域での居場所づくり

困難を抱える子どもたち及びその家庭



４区のモデル事業の特徴 １

• 神奈川区：「神奈川大学」がプラットフォームとなり、区内の小
中学校や青少年の地域活動拠点などに教職を目中学校や青少年の地域活動拠点などに教職を目
指す学生をボランティアとして派遣。学生にとって
も貴重な学びや社会体験の場として位置づける。も貴重な学びや社会体験の場として位置 ける。
また留学生による外国につながる子どもたちに対
する支援も行っている。

・ 泉 区：児童養護施設「杜の郷」を拠点として、地元のコミュニ
ティセンター（「岡津ふれあいセンター」）を借り上げティセンター（「岡津ふれあいセンター」）を借り上げ、
小・中学生の生活・学習支援を行う「ふれあい塾」を
運営。「横浜型児童家庭支援センター」と共に、多様な運営。 横浜型児童家庭支援 タ 」 共 、多様な
機能を持つ新しい社会的養護のあり方を提示。



4区のモデル事業の特徴 ２

• 瀬谷区：「特定非営利活動法人ワーカーズわくわく」が区内
の戸建ての民家を賃借し 子ども達が合宿型での戸建ての民家を賃借し、子ども達が合宿型で、
「白いご飯を炊いて食べる」体験や個別学習支援を
行うための拠点として「生活塾・竹村の丘」を開設。
障害者や高齢者を含めて社会的に排除されがちな
あらゆる困難層を包摂するセーフティ・ネットの形成
を目指すを目指す。

・ 南 区：「特定非営利活動法人 市民セクターよこはま」が子南 区：「特定非営利活動法人 市民セクタ よこはま」が子
どもたちの学習・生活支援を担う区内外の主体が結
集するプラットフォーム（中間支援組織）を、 区の青
少年地域活動拠点を軸にしながら形成することを目
指す。



1985年の横浜郊外の家族像1985年の横浜郊外の家族像
1989年の栄区を事例に• 1989年の栄区を事例に
○７５年から８４年までの１０年間の転入者が区内

人口の半数を超える 区民の平均年齢は ３２ ４歳人口の半数を超える。区民の平均年齢は、３２．４歳

○７５％の世帯が「核家族」 約5割が「夫婦と子ども二人」○７５％の世帯が「核家族」。約5割が「夫婦と子ども二人」
の4人家族。

○年収８００万。１５００万円のローン。

世帯主の３割がホワイトカラーの管理職。世帯 割 ホ イ ラ 管 職。

３人に一人が東京都内に通勤。通勤時間は、１時間～

１時間３０分。



住宅地住宅地

住宅地の空き家は放置され、荒れ放題



公園公園

子どもの姿のない公園



商店街

「開かずのシャッター」が並ぶ商店街



人口減少社会に新たな中間的就労の場を創る・SELP杜の挑戦

パ

SELP・杜（食の生活館）
売り上げ１億突破の知的障害者の「授産施設」

児童養護・困難を抱える
青少年への支援

外販部門

パ ン

喫茶
杜の台処
（うどん屋
居酒屋）

就 業
児童養護施設
杜の郷

お菓子 農 業
農芸食品 杜のパン屋

さん

よこはま型
児童家庭
援

困難を抱える
小中学生の
ための生活・

麺
さん

陶芸
豆腐

社会福祉法人

支援センター 学習支援事業

知的障害者のための施設高齢者のための施設

就 業
社会福祉法人
杜の会

知的障害者のための施設

○地域生活支援施設
○グループホーム

高齢者のための施設

○地域ケアプラザ
○小規模多機能施設
○グループホーム
○ヘルパー派遣事業



SELP・杜（食の生活館）の活動


